
                               会     議     録 

会議の名称       令和６年度 第１回 小川町国民健康保険運営協議会 

開 催 日 時       令和６年８月 20 日(火) 
午前 
午後 １時 30 分～ 

午前 
午後 

３時 30 分 

開 催 場 所       小川町リリックおがわ会議室３ 

出 席 者       
瀬川会長 関口茂子委員 宮澤委員 関口豊委員 野崎委員 岡勢委員 

石塚委員 飯野委員 町長 税務課長 健康福祉課長 町民課長  

保険ｸﾞﾙｰﾌﾟ主幹 国保担当主席主査 保健衛生担当主席主査 

会議の内容       

⑴ 令和７年度小川町国民健康保険税の税率改正について（諮問） 

⑵ 令和５年度小川町国民健康保険特別会計(事業勘定)決算について 

⑶ 令和６年度小川町国民健康保険特別会計(事業勘定)補正予算(第２号)に 

  ついて  

⑷ 小川町国民健康保険条例の一部改正について 

⑸ 保健事業について 

会 議 資 料       

・次第 
・議案第１号資料小川町国民健康保険税の税率等の改正について 
・議案第２号資料⑴令和５年度小川町国民健康保険特別会計(事業勘定)決算

概要 (運営協議会終了後回収） 
・議案第２号資料⑵令和５年度小川町国民健康保険特別会計(事業勘定)歳入

歳出決算資料 (運営協議会終了後回収）・ 
・議案第３号資料令和６年第３回小川町議会定例会議案の概要(運営協議会終

了後回収） 
・議案第４号資料令和６年第３回小川町議会定例会議案の概要(運営協議会終

了後回収） 
・議案第５号資料 

① 保健事業状況報告 
② 健診・医療・介護データからみる地域の健康課題 
③ 令和５年度特定健康診査受診率の状況（令和６年６月 26 日現在） 
④ 特定健診のチラシ 
⑤ 後発医薬品（ジェネリック）数量シェアの推移 
⑥ 埼玉県における国民健康保険の被保険者数及び医療費の推移（令和元

年～令和５年度） 
⑦ 小川町国民健康保険第２期データヘルス計画（令和５年度実施内容） 

・その他の資料 
名簿  
高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施について 

会 議 録 の       
作 成 方 針       

 □ 録音機器を使用した全文記録 
 ☑ 録音機器を使用した要点記録 
 □ 要点記録 

そ の 他 の       
必 要 事 項       

欠席者：髙橋委員 
 

審 議 内 容        （発言者、発言内容、審議経過、結論等） 
配付資料の確認 
１ 開会  
  定足数の確認 
  司会より、出席者８名、１人欠席で小川町国民健康保険に関する規則第４条第３項に基 
  づき、会議は成立したとの報告。 



   
 
2 あいさつ 

島田町長  
瀬川会長  
 
諮問 
島田町長から瀬川会長へ諮問書を手渡す。 
 
町長退席 
 

3 会議の公開・非公開の決定 
  当協議会の公開・非公開については「小川町審議会等の会議の公開に関する要綱」第３ 

条により会議は原則として公開。ただし、一定の要件に該当する場合は、当該会議の全 
部又は一部を公開しないことができる。本日の議事については、個人を特定する情報な 
ど非公開とすべき内容はなく、傍聴について本日の傍聴希望者は０人の報告。 

 
4 議事  規則第４条第１項に基づき、会長が議長となる。 
  議長  会議録署名委員の指名 

被保険者代表の宮澤委員と保険医又は保険薬剤師代表の岡勢委員が指名さ 
れる。 

（1）議案第１号 令和７年度小川町国民健康保険税の税率改正について 

議長    事務局説明を求める。 
主席主査  配付資料に基づき説明を実施。 
保険 G 主幹 配付資料に基づき説明を実施。 
議長    質問はありますか。 
各委員   質問・意見なし 
議長    次回でも議論をしていくことにします。 

 

（2）議案第２号 令和５年度小川町国民健康保険特別会計(事業勘定)決算について 

議長    事務局説明を求める。 
町民課長  配付資料に基づき説明を実施。 
議長    質問はありますか。 
委員１   ８０歳代の資料はありますか。 
主席主査  国民健康保険被保険者のみの統計資料のため、ありません。 
各委員   質問・意見なし 
議長    ２号議案承認。 

 
（2）議案第３号 令和６年度小川町国民健康保険特別会計(事業勘定)補正予算(第２号)につ 

         いて 

議長    事務局説明を求める。 
保険 G 主幹 配付資料に基づき説明を実施。 
議長    質問はありますか。 
各委員   質問・意見なし 
議長    ３号議案承認。 
 

（4）議案第４号 国民健康保険条例の一部改正について 
議長    事務局説明を求める。 
主席主査  配付資料に基づき説明を実施。 
議長    質問はありますか。 



委員２   マイナンバーカードを持っていない人の受診はどうなりますか。 
主席主査  資格確認書で受診していただくようになります。 
委員３   マイナンバーカードを作ることができない人はどうなりますか。12 月２日

を迎えるにあたり、早めの対応をお願いしたい。 
主席主査  現在発行されている保険証は内容に変更がなければ令和７年７月 31 日ま

で使用できます。12 月２日以降に保険証の新規発行ができないため、徐々

に資格確認書での対応となっていきます。 
議長    ４号議案承認。 
 

 
（5）議案第５号 保健事業について 
  議長    事務局説明を求める。 

主席主査  配付資料に基づき説明を実施。 
議長    質問はありますか。 
各委員   他に質問・意見なし 
議長    ５号議案承認。 
 

5 その他（報告事項） 
  ・高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施について 
  ・報償費について 

・会議出席報告 
 

6 閉会 
 
上記会議の顛末を記載しその事実であることを証明するために署名する。 
 
小川町国民健康保険運営協議会会議録署名委員  ２番 宮澤 一浩    
 
小川町国民健康保険運営協議会会議録署名委員  ６番 岡勢 美子    
 
会 長  瀬 川  豊    書 記  山﨑 由和  
 

 


